
肝付町監査委員告示第２号

令和６年度定期監査結果について （公表）

　

地方自治法第１９９条第４項及び肝付町監査委員条例第５条の規定に基づき、定期監査
を実施しましたので、 同法第１９９条第９項及び同条例第９条第１項の規定により、監査
結果について次のとおり公表いたします。

令和７年２月２１日
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第１．監査期日

　

令和７年１月２７日～２月７日まで （９日間）

第２．監査対象部署

　

本庁・内之浦総合支所の各課（局）、岸良出張所、教育委員会管轄の各部署、選挙

　

管理委員会、農業委員会、 町立病院

第３．監査対象期間

　

令和６年４月１日～令和６年１２月３１日

第４．監査の着眼点

　

財政運営を中心に、事務及び事業の執行状況並びに会計経理が、適法適切かつ効率
的に行われているかについて、 特に次の事項を重点において実施した。

　　

（１） 事務事業が計画的に進められているか。

　　

（２） 事務を処理するにあたり、 常に住民の福祉増進に努め、 最小の経費で最大の

　　　

効果を上げるよう、 効率的かつ経済的に執行されているか。

　　

（３）財産管理事務及び備品管理事務は適正に行われているか。

　　

（４） 契約事務及び検収事務は適正に行われているか。

　　

（５） 違法、 不当な会計処理等がなされていないか。

　　

（６） 決算審査時に指摘した事項が改善されているか。
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第５．監査の結果及び意見

　

１． 一般会計

　

（１） 歳

　

入

　　　　

予算現額

　　

１２，０７６，２６４，０００円 （内明許繰越分

　　　　

調定額

　　　

８，１９３，５８１，３３５円 （内明許繰越分

　　　　

収入済額

　　

７，８６６，６８５，７９２円 （内明許繰越分

１９３，３６９，０００円）

１２７，８５０，０９３円）

１２４，２９１，０９３円）

収入済額７，８６６，６８５，４９２円は、 予算現額１２，０７６，２６４，０００円に対する執行率６５．１％

であり、 調定額８，１９３，５８１，３３５円は、 予算現額比６７．８％である。

（ァ）税収 （町税） について

　

①普通税（県民税を除く）

　　

現年度分は、 調定額１，４１３，８７７，０４４円に対し、 収入済額１，２９２，５７１，１５１円で、

　　

収納率９１．４％、 滞納繰越分は、 調定額４５，９６１，８１３円に対し、 収入済額

　　

５，７４６，７８１円で、 収納率１２．５％である。

　　　

納税対策については、 町税等収納対策会議を中心に全庁的に取り組みがなさ

　　

れ、１２月末の町税総計の過去６年間 （Ｈ３０～Ｒ５） の徴収率の推移を見ると毎年

　　

上昇していたが昨年・今年と若干下降している。

　　

自主財源の大宗を占める税収は、 一般会計歳入予算総額に占める割合 （１１．８

　

％）も大きく、 収入未済額の増加は財政に支障を及ぼすものであり、年度末も

　

控えていることから、 収納対策を強化し、 特に滞納繰越分については、 不納欠

　

損処分に繋がらないよう未収金の解消に努められたい。

　

②１２月末における滞納処分実績 （大口滞納者分・国保税含む）
○債権等差押えによる納付

　　　　　　　　　　

２９件

　　

９１４３００

（内訳）・給与
・預貯金
・破産交付要求

２９件
１７件
１０件
２件

９１４，３００円

５１０，３００円

４０４，０００円

　　

０円

（イ）税外収入について

　

①住宅使用料

　　　

現年度分は、 調定額５４，３８９，２００円に対し、 収入済額３９，００８，８００円で、 収納率

　　

７１．７％、 滞納繰越分は、 調定額５６６，６００円に対し、 収入済額８４，７００円で収納率

　　

１４．９％で ある。

　　　

滞納者の内訳は、 現年分５３戸、９２件で２，０８２，８００円、 滞納繰越分が２戸、

　　

３１件で４８１，９００円となっている。

　　　

徴収率について、 現年分については昨年に続き完納をめざして、 滞納繰越分

　　

は今一度電話催促、催告書の送付等年度末に向けて収納率アップに努められた

　　

いｏ

②住宅新築資金貸付金

　

未償還借受人が前年度１２月末時点で残り２名・２件（新築資金耳牛、改修資金

　

１件） 債権総残高２，３９４，９８０円となっており引き続き徴収努力されたい。
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③奨学費貸付金

　　

償還状況について述べると、 現年度分 （１１人） は、 調定額９００，０００円に対

　

し、 収入済額５６６，０００円 （１０人） で、 収納率６２．９％であり、 滞納繰越分 （８人）

　

は、 調定額１，９０３，６００円に対し、 収入済額７６５，０００円 （６人） で、 収納率４０．１％

　

で ある。

　　

収納率は対前年現年分が２１．３％、 過年度は２８．８％と積極的な取り組みにより

　

大きく上昇している。

　　

未償還対策として、引き続き本人や連帯保証人に対する一体的指導を図り、

　

収入確保に向けさらに滞納解消に努められたい。

　　

尚対策として

　　　

（ア） 極力現年分を残さないよう万全を期されたい。

　　　

（イ）３０年を経過した２名については、 引き続き弁護士の助言を得ながら対

　　　　　

応 さ れた い。

④保育所入所費負担金

　　

現年度分は、 調定額６，４８８，３００円に対し収入済額は、５，２４５，１３０円で収納率は

　

８０．８％である。 滞納繰越分は、 調定額３１３，７００円に対し収入済額１０９，７５０円で

　

収納率は３５．０％である。

　　

滞納額は、戸別徴収の努力により減少の傾向にあるが、今後も引き続き滞納

　

解消に努力されたい。

⑤優良牛保留資金貸付

　　

定額運用基金の優良牛保留資金貸付事業はＲ６年１２月末時点で未償還借受

　　

人が残り１名貸付頭数１頭４２９，０００円となっており、 引き続き償還に向けて努

　

力されたい。

以上、 歳入状況について、 収入未済額を主に述べてきたが、 自主財源確保のため
に更なる縮減対策を講じられたい。

（２）歳

　

出

　　　

予算現額

　　　　

１２，０７６，２６４，０００円 （内明許繰越分

　

１９３，３６９，０００円）

　　　

支出済額

　　　　

６，２６５，４５４，５５６円 （内明許繰越分

　

１４５，８０４，７６９円）

　　　

負担行為累計額

　

７，４１３，３０１，８１５円 （内明許繰越分

　

１６１，６４４，７６９円）

　　

支出済額６，２６５，４５４，５５６円は、 予算現額１２，０７６，２６４，０００円に対する執行率５１．９％

　

であり、 負担行為累計額７，４１３，３０１，８１５円は、 予算現額比６１．４％である。

　　

普通建設事業費は、順調な執行状況であるが、これから（１月以降）発注予定の工

　

事もあるので、 年度内に完成するよう配慮されたい。

　　

今後の予算執行においては、 経常的経費等で予算残額が生じているからといっ

　

て、 不要不急な物品等の購入は厳に慎み、 経費節減に最大限努められたい。
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２．特別会計 国民健康保険事業費事業勘定
（１）歳

　

入

　　　

予 算 現額

　　　　　

２，１４８，９６５，０００円

　　　

調 定 額

　　　　　　

１，９４７，４２３，０１４円

　　　

収入済 額

　　　　　

１，３７４，１８８，８２７円

　　

収入済額１，３７４，１８８，８２７円は、 予算現額２，１４８，９６５，０００円に対する執行率６３．９％で

　

あり、 調定額１，９４７，４２３，０１４円は、 予算現額比９０．６％である。

　　

国保税の予算額２４９，０８４，０００円は、 歳入予算総額に占める割合の１１．６％である。

　　

税収の現年度分は、 現在７期納入の６期までであるが、 調定額２５４，０５４，３０３円に

　

対し、 収入済額１９１，７２０，２４３円で、 収納率７５．５％である。 また、 滞納繰越分は、 調

　

定額３７，４３８，６２７円に対し、 収入済額６，４２４，７００円で、 収納率１７．２％である。

　　

収納率については、 国保合計で対前年０．４％上昇している。

　　

また、国保税は、介護納付金分及び後期高齢者支援金分も含めて徴収することに

　

なっており、 これらの納付金は、 徴収率に関係なくそれぞれの制度に定額を納付す

　

ることになっている。 このため、 徴収率の低下は、 医療費の支払いが困難となり、

　

国保会計の運営に大きな支障を来すことになることから、更なる収納率向上を望む

　

ものである。

（２）歳

　

出

　　　

予算現額

　　　

支出済額

　　　

負担行為累計額

２，１４８，９６５，０００円

１，３３９，３０６，０２８円

１，３９８，３６４，１５１円

支出済額１，３３９，３０６，０２８円は、 予算現額２，１４８，９６５，０００円に対する執行率６２．３％で

あり、 負担行為累計額１，３９８，３６４，１５１円は、 予算現額比６５．１％である。

　

また、 医療費の動向を示す保険給付費は、 予算執行率６３．２％である。
監査資料を基に、令和６年度の一人当たりの費用見込額（医療費十一部負担金）

は、 一般被保険者が５０６，３８１円となっている。
引続きレセプトの点検や健康診断・健康指導の実施等により、 医療費の抑制に努

められたい。

３．特別会計

　

介護保険事業費保険事業勘定
（１）歳

　

入
予算現額
調定額
収入済額

２，９８３，７２４，０００円

２，２８０，０３８，０３６円

１，７８０，２３３，９７２円

収入済額１，７８０，２３３，９７２円は、 予算現額２，９８３，７２４，０００円に対する執行率５９．７％で
あり、 調定額２，２８０，０３８，０３６円は、 予算現額比７６．４％である。
本会計の介護保険料は、第１号被保険者の保険料について徴収することになって

おり、 特別徴収分については、１００％の徴収が見込まれる。 普通徴収分は、 ７期納
入の６期までの納入で、 現年分は、 調定額３５，９１２，３６０円に対し、 収入済額
２８，２０１，３７０円、 収納率７８．５％となっている。 また、 滞納繰越分普通徴収は、 調定額
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５，７８２，３４０円に対し、 収入済額１，３２５，４２０円、 収納率２２．９％である。

　　

年度末に向け収納対策を強化され、特に滞納繰越分については不納欠損処分に繋

　

がらないように努められたい。

　　

その他の科目については、 歳出の変動に伴い、 歳入の国庫支出金及び県支出金等

　

も変動するので注意を要する。

（２）歳

　

出

　　　

予算 現額

　　　　　

２，９８３，７２４，０００円

　　　

支出済額

　　　　　

１，６８０，３９１，７５３円

　　　

負担行為累計額

　　

１，６９２，０６４，６８１円

　　

支出済額１，６８０，３９１，７５３円は、 予算現額２，９８３，７２４，０００円に対する、 執行率５６．３％

　

であり、 負担行為累計額１，６９２，０６４，６８１円は予算現額比５６．７％である。

　　

介護費用の動向を示す保険給付費は、 負担行為額１，５３９，９４５，９８８円で、 保険給付

　

支払状況としては、 居宅介護サービス給付費４０７，９８１，０３５円、 地域介護サービス給

　

付費３８１，２５６，１０８円、 施設介護サービス給付費５２２，６４５，８１３円などである。

　　

監査資料に基づくと、 第１号被保険者数は５，９３６人 （６５歳～７５歳未満２，５９４人、７５

　

歳以上３，３４２人） である。 また、１２月までの申請者数は９５８人で、 新規２３５人、 更新

　

６２２人、 区分変更１０１人である。 一方、 認定者数は１，３３４人で、４０歳～６５歳未満１５

　

人、６５歳～７５歳未満１１７人、７５歳以上１，２１７人である。

４．特別会計

　

介護保険事業費介護サービス事業勘定
（１） 歳

　

入

　　　

予算現額 ２１，２８９，０００円

　　　

調 定額

　　　　　

１８，５９４，３１８円

　　　

収入済額 １８，５９４，３１８円

　　

収入済額１８，５９４，３１８円は、 予算現額２１，２８９，０００円に対する執行率８７．３％であり、

　

調定額１８，５９４，３１８円も、 予算現額比８７．３％である。

（２）歳

　

出

　　　

予算 現額

　　　　

２１，２８９，０００円

　　　

支 出済額

　　　　　

８，５１５，５４６円

　　　

負担行為累計額

　　

９，９４２，４２６円

　　

支出済額８，５１５，５４６円は、 予算現額２１，２８９，０００円に対する執行率４０．０％であり、

　

負担行為累計額９，９４２，４２６円は、 予算現額比４６．７％である。
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５．特別会計

　

後期高齢者医療費事業勘定
（１）歳 入

　　　

予算現額 ３１０，２８２，０００円

　　　

調 定額

　　　　　

１３２，０８３，９９１円

　　　

収入済額 １３２，９６８，９９９円

　　

収入済額１３２，９６８，９９９円は、 予算現額３１０，２８２，０００円に対する執行率４２．９％であ

　

り、 調定額１３２，０８３，９９１円は、 予算現額比４２．６％である。

（２）歳出

　　　

予 算現額

　　　　

３１０，２８２，０００円

　　　

支出済額 １２５，５２３，３９６円

　　　

負担行為累計額

　

１２５，８４７，４５６円

　　

支出済額１２５，５２３，３９６円は、 予算現額３１０，２８２，０００円に対する執行率４０．５％であ

　

り、 負担行為累計額１２５，８４７，４５６円は、 予算現額比４０．６％である。

６．水道事業会計

　　

給水状況は、 給水戸数６，８７１戸、 配水量１，３０３，６８６ 、 有収水量１，０２６，４８６ 、 有

　

収率７８．７％である。

　　

上水道と簡易水道が統合し、 ８年目に入り、 業務は統合に伴うトラブルもなく、

　

順調に推移している。

　　

料金については、 人口減による使用水量の減、 老朽化した施設の維持管理等のた

　

めと、将来に向けて安心で清浄な水を安定して供給するために今回料金改定され

　

た。

　　

給水収益状況は、 １２月末現在の現年度分調定額２２４，０３８，５８６円に対し、 収入済

　

額２１３，７０３，８４７円で、 収納率９５．４％、 滞納繰越分は、 調定額６，９４３，６２１円に対し、 収

　

入済額３，９９８，４９０円で、 収納率５７．６％である。

　　

徴収率は、 対前年現年分で０．２％減少、 滞納繰越分で０．６％上昇している。 電話、

　

訪問等の催促を強化され、引き続き未収金の解消に努められたい。

　　

工事関係については、 主な工事は配水管布設昔工事を、 町道横峯２号線外４地区、

　

原水及び浄水費で特金水源地漏水外１５件、 配水及び給水費で後田中原集会所付近漏

　

水外３８件 （うち漏水３０件） の工事を実施している。

７．町立病院事業会計

　　

１２月末までの延べ入院患者数は７，０８１人で、 前年同期に比べると７００人増加し、

　　

延べ外来患者数は１１，０７１人で、 前年同期に比べると３１２人減少している。

　　

医業収益については、 対前年２９，５５６千円、 率にして１４．４％の増となっている。 長

　

年の懸案事項であった常勤医３人体制から４人体制となり院長以下職員一丸となって

　

の町民への医療提供がなされたところです。月刊寸町、特に内之浦地区は高齢化率が

　

ますます進むという厳しい現実の中、地域密着型病院として持続可能な経営が出来

　

ることを大いに期待し、 又常勤医４人体制が続くことを願っております。
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８． 契約事務について

　　

本町の令和６年度の工事関係（需用費１０万円以上・調査、設計を含む） 契約方法

　

と件数は、４月から１２月までの実績に１月以降の計画で、 制限付き一般競争入札１件

　

指名競争入札が一般会計４８件、水道会計５件、病院会計１件の計５５件、随意契約

　　

（見積） が一般会計２３８件、 水道会計５５件、 病院会計１０件の計３０３件となってい

　

る。 随意契約が全体の８４．６％を占めている。

随意契約の事務処理について、

　　

（ア）

　

随意契約による場合、 その理由は適正か。

　　

（イ）

　

随意契約による場合は、 原則として２名以上の者から見積書を徴
しているか。 また、 例外的にユ名の者から見積書を徴する時は、
その理由は適正か。

以上の点に留意し、 運用を誤ることのないよう、 厳正に対応されたい。

９． 財産について
（１）公有財産

　　　

行政財産、 普通財産とも町の大事な財産である。 的確に把握しておくために、

　　

本年度の土地の購入及び売却等を再度確認し、財産台帳については、現況の確認

　　

を行いながら適正な整備を図られたい。 また、 建物についても同様に慎重を期さ

　　

れた い。

　　　

管理面についても、 日常の巡回等を実施し、 肝付町公有財産管理規則に則り万

　　

全の管理を望むところである。

（２）物品（備品）

　　

（ア）

　

備品監査については、主に内之浦総合支所管轄部署を対象に実施した結

　　　　

果、 次のような問題点があった。

　　　

１

　

シールの貼ってない備品、 取得価格の書いてない台帳等が散見された。 早

　　　　

急に確認整備されたい。

　　　

２

　

合併や機構改革に伴い再利用している取得価格不明の備品には再利用と表

　　　　

示 さ れた い。

　　

（イ）

　

公用車の管理は令和５年９月よりシステム化され２年目に入っているが、 入

　　　　

力漏れが散見されており漏れの無いようにそのつど管理されたい。 また、 運

　　　　

行前後の清掃管理にも努められたい。 今まで以上に効率的・効果的な運用が

　　　　

図られることを期待します。

（３）基金及び資金運用

　　

地方自治法第２４１条に基づく基金数は２１となっているが、 その内訳は積立基金

　

１７、 定額運用基金４となっている。

　　

基金の運用については、 今年度１２月末現在の債券は対前年１００千円減額の

　

２，１０６，３６３千円と全体の約３１．９％を占めている。 今後もより一層の効率的な運用に

　

努められ、 さらに年度末に取り崩しや積み立てを行うことになると思われるが、 地

　

方自治法に基づいて最も確実かつ効率的な方法での運用を望むところである。

　　

また、 確実な方法として基金の長期運用を行うことも大切なことと考えるが、 基

　

金の目的、 中長期的な町の現状等考慮し、 計画を持って運用されたい。
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１０．事務処理及び改善等について
（１）一般会計等

　　

１

　

電子決裁システム導入について

　　　　

電子決裁システムは導入後５年目 （Ｒ６．４．１～Ｒ６．１２．３１）に入り、 大きなトラブ

　　　

ルもな０１順調に推移している。 電子決裁はペーパーレス化による紙の使用量

　　　　

削減、 庁外 （出張先含む） の決裁が促進され空いた時間を有効活用出来る。

　　　

決裁スピードが短縮され、 事務の効率化が図られる等のメリットがありま

　　　　

す。 今後も情報通信機器の利活用により、 人員不足を補う手段として行政事

　　　

務の効率化と住民サービス、 更には福祉サービスに繋がるよう幅広く活用さ

　　　　

れることを望むところです。

２ 地域商社設立について
地域商社とは、 町の特産品や観光資源を活用して開発した魅力ある産品や

サービスを、 町外へ販売、 更に販路を拡大することで外貨 （外部からの収
益） を稼ぎ、稼いだ外貨を町へ再投資し、 町の活性化を図ることを目的とし
ている民間組織です。Ｒ５年度は６年度中に設立するための土台作りの年で、
Ｒ６年度は年度内設立に向けての協議・調達が幾度となく重ねられており、３
月末には地域商社が無事設立され、更には肝付町発展の起爆剤となることを
大いに期待するところです。

３

　

収入・支出について

　　

歳入事務で収入調定は地方自治法第２３１条及び地方自治法施行令第１５４

　

条を遵守し、 支出については、 地方自治法２３２条、 ２３２条の３、 ２３２条

　

の４等に留意し、 年度末が近づくに連れ、 請求書の件数も多くなってくるの

　

で、支払遅延防止法を遵守し、債務の確認を確実に行うよう徹底され、会計処

　

理事務にあたられたい。

（２）介護保険事業
保険料の未納額は令和３年度までは大きく減少していたが、令和４・５年度

と微増している。 金額もまだまだ多額である。 時効完成に繋がらないよう徴
収の強化に努められたい。また、時効が２年と短く、滞納者が常習化傾向に
ある。 滞納者に対しての給付制限について指導を徹底されたい。

（３）水道事業

　　

①

　

上水道の徴収率については、 現年分が対前年０．２％の減、 過年度は０．６％上昇

　　　

している。 引き続き利用者に不公平感を与えることがないよう未収金解消に

　　　

努められたい。

　　

②

　

有収率については７８．７％と対前年０．８％上昇している。 有収率を高くするこ

　　　

とは経営の安定につながることから、 今後も有収率の安定確保に努められた

　　　

いｏ
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ま

　　

と

　　

め

令和６年度定期監査（法第１９９条第４項の財務に関する事務の執行及び経営に関する事

業の管理）を実施したところ、各事務事業は、予算に添って概ね計画的かつ効率的に執行
されている。

町財政については、地方交付税の増額が厳しい状況であり、歳入面においては財源確保
のため、町税、住宅使用料などの未収金の圧縮に努め、特に悪質滞納者については強い姿
勢で臨まれたい。

　

また、 貴重な財源となっているふるさと納税は度重なる制度改正により、 返礼品の取り
扱いが厳しくなる中１２月末現在１７，５００千円の増となっている。 リピーターが目につきや
すいように、 単価を下げたり、 寄付者との交流を深める等取り組んだ効果が現れている。
県内の令和５年度市町村税徴収率（速報値）を見ると、本町の場合、徴収率は９７．０％と

対前年０．２ポイント下降しており、 県下４３市町村中１７位 （県平均９７．３％）に位置しており引
き続き徴収率アップに努められたい。

　

また、 財政力指数は、０．２７で財政力が危恨されることから、 管理職はもちろん職員も危
機意識をもって事務処理に当たられたい。

歳出面については、 物件費の減により経常収支比率が９１．２％、 対前年１．５ポイント改善
しているが標準値には、まだまだ遠く、引き続き第４次行政改革大綱の基本方針１．「財政
健全化の推進」を着実に実践して経常経費等の節減により一層の努力を重ね、 健全財政を
維持しつつ引き続き住民の福祉向上に最小の経費で最大の効果を上げられるよう、更なる
努力を望むところです。

‐９－


